
船舶事故調査報告書 

平成２９年７月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月２日 ０６時１０分ごろ 

発生場所 香川県小豆
しょうど

島北方沖 

 小磯
こ い そ

灯標から真方位３１４°５.２海里付近 

 （概位 北緯３４°３７.０′ 東経１３４°１８.６′） 

事故の概要  液化ガスばら積船第十八春日
か す が

丸は、北東進中、また、漁船漁
ぎょ

盛
せい

丸

は、えい
．．

網しながら西南西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年７月７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 液化ガスばら積船 第十八春日丸、７４９トン 

   １４１２０５、戎海運有限会社、独立行政法人鉄道建設・運   

輸施設整備支援機構 

Ｂ 漁船 漁盛丸、４.９トン 

   ＯＹ３－２２５６０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部防舷材に擦過傷、船尾部マスト等の折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、 

潮流 西流約０.５ノット 

日出時刻：０４時５４分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で船橋当直に当たり、播磨灘北推薦航路線に

沿って自動操舵により北東進していた。 

 船長Ａは、船首部で荷役の準備を行っていた航海士から、Ｂ船と衝

突したことを知らされて周囲を見たところ、損傷しているＢ船を認め

て、Ａ船がＢ船と衝突したことを知った。 

 船長Ａは、前方を見ていたものの、航行の支障となる他船を認めな

かったので気が緩み、Ｂ船を見落としたと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが後部甲板上で漁獲物の選別を行い、えい
．．

網しなが

ら西南西進中、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、航行の支障となる他船を認めなかったので気が

緩み、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付

かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、後部甲板上で漁獲物の選別作業を行い、見張り



 

を行っていなかったことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北東進中、Ｂ船がえい
．．

網しながら西南西進中、船

長Ａが、周囲の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、見張

りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 


